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所在地 さいたま市桜区大字神田 950 番地 1

敷地面積 4,189.91 ㎡

施設規模
鉄骨造 2 階建て

延べ床面積 1,461.29 ㎡ （1 階 970.33 ㎡、2 階 490.96 ㎡）

付属施設 ふれあい広場（1,281.98 ㎡） 駐車場 （26 台） 駐輪場（20 台）

施設内の主な部屋

（1 階） ふれあい犬舎、ふれあい猫舎、犬保護室、猫保護室、

     処置診察室、検査室、事務室

（2 階） レクチャールーム、展示ホール、講習会室

（2）施設概要
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西  区 32,689 83,012 29.14 桜  区 39,873 92,510 18.60
北  区 57,559 135,965 16.91 浦 和 区 62,820 145,038 11.51
大 宮 区 47,735 107,572 12.75 南  区 74,494 170,862 13.89
見 沼 区 62,725 155,073 30.63 緑  区 42,539 109,297 26.51
中 央 区 40,955 93,425 8.39 岩 槻 区 43,768 111,707 49.16
市 全 体 505,157 1,204,461 217.49 20 4 1
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来館者を対象に、動物を飼

うために必要なことや、動物

の習性、正しい接し方を教え

るとともに、動物とふれあう

ことにより動物が生きてい

ることを感じ、命あるものを

大切にする心を育てるよう、

動物愛護精神の普及啓発に

努めました。  

第２章 事業の概要

１１：：動動物物愛愛護護啓啓発発事事業業

（（動動物物愛愛護護精精神神とと適適正正飼飼養養のの普普及及啓啓発発））

（1）ふれあい事業実施状況

日常ふれあい

犬、ねこ、うさぎやモルモットとの

ふれあいを実施しました。 
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（単位：人）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

人

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

来館者数（人） 414 366 268 483 448 299 378 386 400 360 286 711 4,799 

大人（人） 202 188 140 202 151 108 141 129 135 165 141 269 1,971 

小人（人） 212 178 128 281 297 191 237 257 265 195 145 442 2,828 

開館日数（日） 24 23 26 25 27 23 25 24 22 23 24 25 291 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 計 

414 366 268 483 448 299 378 386 400 360 286 711 4,799 

★月別ふれあい来館者数（団体を含む）

★来館者の世代別内訳

※このほか動物ふれあいフェスティバル（9 月）での来館者 900 人

※このほか動物ふれあいフェスティバル（9 月）での来館者 900 人

 13

  土曜日 日曜日 

来館者数（人） 1,475 1,789 

開館日数（日） 49 49 

－ 10 － － 11 －
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夏休み体験教室

 15

実施年月日 学校名 人数 

平成 19 年 8 月 22 日～8月 24 日 市立与野南中学校 6 人

平成 19 年 9月 4日～9月 6日 市立与野西中学校 4 人

平成 20 年１月 23 日～１月 25 日 市立大久保中学校 4 人

＜清掃体験＞

＜グルーミング体験＞＜しつけ体験＞

さいたま市内の中学校で実施して

いる 3days 職場体験により、中学生

の受け入れを行いました。センター

で行われている事業を、動物の飼養

管理を中心に体験することで、動物

を飼養することの楽しさや大変さ、

適正な動物の飼い方、動物愛護精神、

命を大切にすることを学んでもらい

ました。

中学生職場体験教室

－ 12 － － 13 －
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      4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 計

犬 譲渡前講習会開催数（回） 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 12

  受講組数（組） 6 3 6 9 2 3 7 0 9 8 8 12 73

  受講者数（人） 10 4 11 16 3 6 11 0 13 16 22 18 130

  譲渡会開催数（回） 2 2 1 1 1 1 0 2 3 1 1 1 16

  譲渡者数（人） 10 9 6 3 4 4 1 7 9 6 5 10 74

  団体譲渡（組） 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7

  譲渡数（頭） 子犬 8 6 5 1 3 2 0 6 5 3 4 11 54

   成犬 2 3 2 2 1 2 1 5 5 5 3 3 34

    計 10 9 7 3 4 4 1 11 10 8 7 14 88
                

      4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 計

ね 譲渡前講習会開催数（回） 4 2 1 3 0 2 2 3 2 1 2 1 23

こ 受講組数（組） 12 8 9 4 0 3 3 3 4 2 4 4 56

  受講者数（人） 17 12 9 8 0 8 8 5 8 4 5 7 91

  譲渡会開催数（回） 4 2 1 3 0 2 2 3 2 1 2 1 23

  譲渡者数（人） 8 5 6 4 0 2 4 4 3 1 1 4 42

  団体譲渡（組） 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

  譲渡数（匹） 子ねこ 6 12 10 4 0 2 4 3 3 1 1 3 49

   成ねこ 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6

    計 8 13 11 4 0 2 4 4 3 1 1 4 55

動物愛護精神の高揚及び動物の適正な飼養管理の普及啓発

を図ることを目的に、飼養希望者に対して譲渡を行いました。

飼養希望者には、動物の習性・しつけ並びに関連法令等につ

いて講習会を実施し、模範的な飼い主になっていただくよう

に努めました。

（3）犬・ねこの譲渡事業実施状況

犬・ねこの譲渡数
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 17

形式 回数 実施年月日 参加人数 

1 回目 平成 19 年 9 月 23 日     * 112 人

2 回目 平成 19 年 10 月 27 日 60 人

3 回目 平成 20 年 1 月 27 日 82 人

小計   254 人

1 回目 平成 19 年 6 月 9日 27 人

2 回目 平成 19 年 7 月 7日 19 人

3 回目 平成 19 年 10 月 20 日 18 人

4 回目 平成 19 年 11 月 10 日 21 人

小計   85 人

人933  計合     

4

1

－ 14 － － 15 －
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9 20 26

19 9 23

900

19

実施内容

・小動物ふれあいコーナー

・ねことのふれあいコーナー

・ふれあいアニマル写真館

・警察犬デモンストレーション

・犬のしつけ方教室

・パネル展示

（センター概要・マイクロチップ説明）

・スタンプラリー

・動物塗り絵、折り紙コーナー

・譲渡写真展示コーナー

・地域猫を知っていますか

・アトリエなす花

（皮・木・布製品の販売）

・ふわふわ（動物型遊具）

イイベベンントト

・さいたま市獣医師会

常常設設ココーーナナーー

ふふれれああいいココーーナナーー

協力団体

－ 16 － － 17 －
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  西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区 計 

登録頭数 5,042  5,272  5,277  8,471 3,163 3,301 5,079 5,236  5,472  7,050 53,363 

（うち新規登録頭数）  （394） (594) (646) (678) (306) (247) (546) (519) (496) (674) (5,100)

注射頭数 2,898  3,794  5,141  5,373 2,296 1,688 3,993 3,838  3,146  4,717 36,884 

２：犬、ねこ等に関する事業２：犬、ねこ等に関する事業

（1）犬の登録・狂犬病予防注射実施状況

Ｈ19 年 7 月末の時点で狂犬病予防注射

を確認できなかった登録犬の飼い主に

対し、狂犬病予防注射の督促状を送付し

ました。

（2）収容に係わる業務

野犬等による危害・被害を防止するため、住民等からの捕獲依頼に基づき迅速に

対処しました。飼い主不明のねこについてはセンター窓口で引渡しを行いました

（引渡し）。ケガあるいは病気によって動けなくなっている飼い主のわからない

犬・ねこについて、発見者からの通報に基づき収容し、治療を行いました。飼い主

が判明したものは、適正飼養について指導し、所定の手数料を徴収した後、直ちに

返還しました。

 やむを得ない事情で飼えなくなった犬・ねこについては、致死処分になることを

十分に説明した上で、放置、捨て置きなどにより生じる問題を未然に防ぐ目的で、

センター窓口にて引取りを行いました（引取り）。
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  西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区 計 
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（うち新規登録頭数）  （394） (594) (646) (678) (306) (247) (546) (519) (496) (674) (5,100)
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  譲渡 返還 殺処分 (うち麻酔）（うちガス） 引取申請取下 収容後死亡等 計 

犬 （頭） 88 67 203 （23） （180） 1 8 367 

ねこ（匹） 55 1 581 （223）  （358） 3 264 904 

犬及びねこの処分状況

（3）動物の管理・処分業務

センターに収容された動物については、適正な飼養管理を行いました。

5 日間の収容期限を過ぎても飼い主の判明しなかった犬・ねこ及び飼い主から引き

取られた犬・ねこについては、新しい飼い主に譲渡するよう努め、引き取り手のない

ものは、最終的に麻酔注射及び炭酸ガスによる殺処分としました。

（4）平成 19 年度の動物に関する相談

犬・ねこに関する窓口及び電話相談を行い

ました。犬・ねこの不適切な飼い方による事

故及びトラブル等を防ぐために、適切な指導

を現場、窓口、電話にて行いました。また、

広報紙、リーフレット及びプレート等を活用

して、正しい飼い方の啓発に努めました。

内訳
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＜動物別相談件数＞

月別の推移

23

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 計 

捕獲依頼 8 3 3 2 8 2 8 11 7 8 7 12 79 

引取依頼 26 25 16 26 27 37 16 19 20 20 24 16 272 

引渡依頼 8 18 18 14 14 17 10 8 7 20 11 6 151 

放し飼い取締り 6 2 6 6 11 0 4 6 2 8 9 4 64 

咬傷事故関係 12 6 4 5 5 2 12 4 5 2 8 7 72 

糞尿関係 9 7 5 5 11 13 12 16 8 9 7 6 108 

鳴き声関係 7 6 6 5 9 2 14 8 3 9 8 3 80 

動物取扱業 12 31 14 9 11 1 12 16 6 4 8 8 132 

登録注射関係 46 13 14 8 5 72 4 5 3 4 11 19 204 

譲渡関係 23 24 19 24 17 28 15 14 24 40 31 46 305 

遺体の引取 8 8 8 4 5 8 9 8 8 7 10 9 92 

しつけ相談 8 4 11 2 4 2 4 1 5 2 4 8 55 

不明保護 115 101 113 108 148 112 89 99 106 145 78 64 1,278 

その他 29 22 13 15 14 7 9 10 5 18 4 7 153 

計 317 270 250 233 289 303 218 225 209 296 220 215 3,045 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 計 

引取依頼 9 16 51 24 11 13 29 17 6 10 8 6 200 

引渡依頼 45 81 39 78 55 42 53 20 9 6 9 14 451 

糞尿関係 11 9 2 10 16 9 17 10 13 5 12 6 120 

餌やり 6 4 3 4 11 5 5 6 15 7 11 13 90 

負傷 4 6 6 11 6 2 2 4 2 4 5 1 53 

忌避 8 27 23 21 28 13 30 28 25 15 13 10 241 

遺体の引取 6 7 16 14 12 6 14 11 8 13 6 10 123 

不明保護 24 30 43 21 23 17 29 31 23 21 25 41 328 

その他 18 12 15 16 11 6 6 7 4 11 9 7 122 

計 131 192 198 199 173 113 185 134 105 92 98 108 1,728 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 計 

23 25 29 15 10 17 14 9 25 23 12 11 213 
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ねこに関する相談
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    西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区 計 

 施設数 17 27 25 32 18 20 24 28 34 31 256 

販売 13 14 15 20 9 13 14 13 12 23 146 

保管 6 15 16 19 11 10 14 21 21 13 146 

訓練 1 5 3 5 1 3 3 1 6 1 29 

展示 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 

貸出 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 6 

計 20 34 38 44 22 26 31 36 42 37 330 

３３：：動動物物取取扱扱業業おおよよびび特特定定動動物物にに係係わわるる事事業業

（1）動物取扱業に関する業務

販売、保管、貸出し、訓練、及び展示の 5
業種いずれかの動物取扱業を営む場合、登録

が義務付けられました。そのため登録事務並

びに施設への立ち入り調査を行いました。

20 3 31

25

    西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区 計 

 施設数 11 10 11 13 9 11 14 12 17 13 121 

販売 8 6 7 10 5 6 6 7 6 9 70 

保管 4 4 5 6 6 6 8 9 12 6 66 

訓練 1 2 2 1 0 2 1 0 2 1 12 

展示 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

貸出 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 4 

計 13 12 17 17 12 14 15 16 22 16 154 

回数 実施年月日 人数 

1 回目 平成 19 年 6 月 28 日 80 名

2 回目 平成 19 年 6 月 30 日 33 名

3 回目 平成 19 年 11 月 29 日 62 名

4 回目 平成 19 年 12 月 1 日 34 名

5 回目 平成 20 年 2 月 27 日 15 名

合計 224 名

動物取扱責任者研修会

登録している動物取扱業者に設置された動物取扱責任者に対し、動物取扱責任

者研修会を実施しました。

★新規登録状況

（平成 20 年 3 月 31 日現在）
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※場所は全て動物愛護ふれあいセンター
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許可施設数  6

飼養・保管頭数（合計）  12

 2 マグワノキツ

 4 ナエイハチブ

 7 ルザンホニ

サバンナモンキー 2 

 1 ルザモクロク

 3 メガニワ

ミシシッピーアリゲーター 1 

内訳 

インドニシキヘビ 1 

（平成 20 年 3 月 31 日現在）

2

－ 24 －




